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「
第
二
次
経
営
改
革
プ
ラ
ン
」
で
ど

の
よ
う
に
区
政
改
革
を
進
め
る
の
か

【
問
】
平
成
22
年
度
以
降
、
３
年
間

に
わ
た
り
取
り
組
ん
で
き
た
「
経
営

改
革
プ
ラ
ン
」
の
後
継
計
画
と
し
て

新
た
に
策
定
し
た
「
第
二
次
経
営
改

革
プ
ラ
ン
」
で
は
、
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
中
心
と
し
た
行
政
改
革
と

な
る
の
か
。

【
区
長
】
緊
急
か
つ
集
中
的
に
取
り

組
む
べ
き
改
革
と
し
て
「
第
二
次
経

営
改
革
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
た
。「
確

か
な
明
日
に
区
政
を
つ
な
げ
る
公
共

サ
ー
ビ
ス
改
革
」「
持
続
可
能
な
行

政
基
盤
の
確
立
」「
確
か
な
明
日
を

育
む
戦
略
的
な
資
源
活
用
」
の
３
つ

を
柱
と
し
た
、
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
面

の
両
面
か
ら
の
プ
ラ
ン
で
あ
る
。

特
に
、
こ
れ
ま
で
行
政
固
有
の
領

域
と
さ
れ
て
き
た「
専
門
定
型
業
務
」

に
つ
い
て
、
民
間
委
託
で
き
る
環
境

が
整
っ
て
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
と
ら

え
、
区
は
行
革
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー

と
し
て
、
柔
軟
な
対
応
を
可
能
と
す

る
民
間
委
託
を
展
開
し
、
区
民
の
利

便
性
を
一
層
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、

中
長
期
的
な
面
で
は
コ
ス
ト
削
減
を

実
現
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
改
革
を

着
実
に
進
め
、
確
か
な
区
政
運
営
を

推
進
し
て
い
く
。 

長
期
金
利
上
昇
で
の
影
響
は

【
問
】
長
期
金
利
の
上
昇
に
よ
る
区

財
政
へ
の
影
響
は
な
い
の
か
。
特
に

起
債
等
の
利
率
上
昇
等
を
危
惧
す
る

が
、
今
後
の
区
財
政
の
中
長
期
的
な

見
通
し
も
伺
う
。

【
政
策
経
営
】
発
行
済
み
の
区
債
は
、

固
定
金
利
の
た
め
、
影
響
は
受
け
な

い
が
、
新
た
に
発
行
す
る
も
の
は
、

借
入
先
の
金
利
設
定
の
上
昇
が
見
込

ま
れ
る
。
今
後
、
公
共
施
設
の
更
新

等
に
よ
る
起
債
発
行
額
の
増
加
に
伴

い
、
影
響
が
危
惧
さ
れ
る
た
め
、
基

金
残
高
等
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な

が
ら
、
発
行
抑
制
に
努
め
て
い
く
。

中
長
期
的
な
区
財
政
の
見
通
し
に

つ
い
て
は
、
金
利
動
向
だ
け
で
な
く
、

税
源
偏
在
の
是
正
方
策
と
し
て
、
都

区
財
調
の
財
源
で
あ
る
市
町
村
民
税

法
人
分
の
地
方
共
同
税
化
等
の
論
議

に
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

燃
料
費
や
原
材
料
費
値
上
げ
で
の
影

響
は

【
問
】
区
に
は
製
造
業
が
多
く
存
在

す
る
。
現
在
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト

の
上
昇
は
大
量
の
光
熱
費
を
使
う
製

造
業
に
と
っ
て
は
、
負
担
増
と
な
る

こ
と
も
予
測
さ
れ
る
が
、
区
内
経
済

へ
の
影
響
は
な
い
の
か
。
現
在
の
区

内
経
済
の
景
況
判
断
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。
今
後
の
見
通
し

も
あ
わ
せ
て
伺
う
。

【
産
業
経
済
】
区
内
製
造
業
の
一
部

で
、
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
発
生
し
て

い
る
と
聞
く
。
区
内
経
済
の
景
況
に

つ
い
て
は
、
業
種
に
よ
り
差
は
見
ら

れ
る
が
、
全
体
的
に
は
徐
々
に
改
善

に
向
か
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

今
後
、
わ
ず
か
な
が
ら
プ
ラ
ス
の
方

向
に
進
む
と
予
測
し
て
い
る
が
、
為

替
等
、
不
確
定
要
素
も
あ
る
た
め
、

動
向
を
注
意
深
く
見
守
っ
て
い
く
。

公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
（
新
労
務

単
価
）
の
特
例
措
置
の
実
施
を
問
う

【
問
】
国
や
都
の
実
施
を
受
け
、
区

も
平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
の
工
事

契
約
に
つ
い
て
新
労
務
単
価
の
運
用

に
係
る
特
例
措
置
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
た
。
そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。

①
特
例
措
置
の
対
象
は
工
事
で
あ
る

と
思
う
が
、
同
じ
労
務
単
価
を
用
い

て
積
算
し
、
作
業
内
容
も
国
の
維
持

工
事
に
類
似
す
る
業
務
も
、
対
象
と

す
る
考
え
は
な
い
か
。

②
昨
年
度
契
約
し
、
今
年
度
か
ら
工

事
が
本
格
化
す
る
案
件
も
対
象
と
す

る
考
え
は
な
い
か
。

③
新
労
務
単
価
に
基
づ
く
契
約
に
変

更
す
る
た
め
の
協
議
の
請
求
期
限
は

い
つ
か
。
も
し
、
再
積
算
が
間
に
合

わ
な
い
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
。

④
受
注
者
と
下
請
け
企
業
と
の
間
の

契
約
の
見
直
し
や
、
技
能
労
働
者
の

賃
金
引
上
げ
の
実
施
を
ど
の
よ
う
に

確
認
す
る
の
か
。

【
総
務
】
①
公
共
工
事
設
計
労
務
単

価
を
用
い
て
価
格
を
積
算
し
て
い
る

委
託
契
約
等
も
対
象
と
し
て
い
る
。

②
足
立
区
工
事
請
負
約
款
第
24
条
に
、

工
期
内
で
契
約
締
結
の
日
か
ら
12
月

を
経
過
し
た
後
に
国
内
で
賃
金
ま
た

は
物
価
の
変
動
に
よ
り
契
約
金
額
が

不
適
当
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
契
約

金
額
の
変
更
を
請
求
で
き
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
工
期
が
１
年
を
超
え

危機管理、道路整備、鉄道立体（＝鉄道立体推進）、市街地（＝市街地整備）、みどり（＝みどりと公園推進）、建築、会計管理、教育指導…各室長　教委長…教育委員会委員長

よ
り
豊
か
で
安
全
・
安
心
『
潤

い
の
ま
ち
足
立
』
を
目
指
す
！
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議
員

る
案
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
に

基
づ
き
対
応
す
る
。

③
協
議
の
請
求
期
限
は
、
契
約
締
結

日
か
ら
２
カ
月
以
内
と
し
て
い
る
。

期
限
内
に
協
議
書
が
提
出
さ
れ
た
が
、

添
付
書
類
の
提
出
が
遅
れ
る
場
合
は
、

状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
柔
軟
に
対
応

し
て
い
く
。

④
契
約
変
更
協
議
の
際
、
技
能
労
働

者
の
賃
金
引
上
げ
に
関
す
る
誓
約
書

の
添
付
を
求
め
、
特
例
措
置
の
実
効

性
を
確
保
す
る
。 

公
共
施
設
の
再
配
置
に
向
け
て

【
問
】
現
在
の
施
設
の
実
態
を
把
握

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
区
は
平

成
18
年
２
月
に
施
設
白
書
を
発
行
し
、

公
共
施
設
の
実
態
把
握
と
と
も
に
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
を
含
め
た
分
析
を

し
て
い
る
が
、
現
況
に
合
わ
せ
た
改

訂
版
を
作
成
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
施
設
の
長
寿
命
化
や
維
持

修
繕
を
効
率
的
、
効
果
的
に
取
り
組

む
た
め
の
具
体
的
な
方
策
は
な
い
か
。

【
資
産
管
理
】
現
在
、
改
訂
に
向
け

た
全
庁
的
な
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
公
共
施
設

の
再
編
・
再
配
置
に
活
用
し
て
い
く
。

ま
た
、
施
設
の
長
寿
命
化
、
維
持

修
繕
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
方
策
は
、

平
成
26
年
度
か
ら
施
設
営
繕
予
算
の

一
元
化
や
組
織
再
編
を
行
う
と
と
も

に
、
本
年
３
月
に
策
定
し
た
「
足
立

区
公
共
建
築
物
長
寿
命
化
指
針
」
を

具
体
化
す
る
等
し
て
、
効
率
的
・
効

果
的
な
営
繕
業
務
の
実
現
に
取
り
組

ん
で
い
く
。

地
域
防
災
計
画
上
の
施
策
を
着
実
に

進
め
る
た
め
に

【
問
】
防
災
訓
練
参
加
者
の
増
加
を

図
る
こ
と
や
自
助
に
よ
る
家
庭
内
備

蓄
の
啓
発
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ
と

が
重
要
だ
が
、
今
後
の
取
り
組
み
は

ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
。

【
危
機
管
理
】
今
年
度
は
、
地
域
の

ち
か
ら
推
進
部
と
の
連
携
に
よ
り
、

町
会
・
自
治
会
加
入
促
進
と
訓
練
Ｐ

Ｒ
を
合
わ
せ
た
「
避
難
所
運
営
訓
練

の
ア
ピ
ー
ル
事
業
」
を
モ
デ
ル
実
施 

す
る
等
、さ
ら
な
る
参
加
者
増
を
図
っ

て
い
く
。
自
助
に
よ
る
備
蓄
の
意
識

に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
の
啓
発
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
弱
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
、

「
自
ら
備
え
る
こ
と
」
を
常
識
と
す

る
た
め
に
、
例
え
ば
、　
「
家
庭
内
備

蓄
は
義
務
で
す
」
や
「
区
の
備
蓄
は

避
難
生
活
者
用
で
す
」
等
、
強
く
わ

か
り
や
す
い
言
葉
で
区
民
意
識
の
転

換
を
図
っ
て
い
く
。

避
難
場
所
変
更
の
周
知
は

【
問
】
都
は
、
大
地
震
の
際
に
想
定

さ
れ
る
大
火
災
か
ら
の
避
難
場
所
の

指
定
を
見
直
し
、
先
月
公
表
し
た
。

区
で
は
２
カ
所
が
変
更
に
な
っ
た
が
、

そ
の
理
由
は
何
か
。
ど
の
よ
う
に
区

民
へ
の
周
知
を
図
っ
て
い
く
の
か
。

【
危
機
管
理
】
元
禄
型
関
東
地
震
ク

ラ
ス
の
地
震
で
津
波
浸
水
が
想
定
さ

れ
る
、
千
住
地
域
東
部
と
新
田
地
域

の
荒
川
河
川
敷
の
一
部
が
解
除
さ
れ
、

整
備
が
進
展
し
た
東
京
電
機
大
学
一

帯
と
ハ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
新
田
一
帯

が
新
た
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
変
更 

の
周
知
に
つ
い
て
は
、
近
隣
の
町
会

自
治
会
へ
の
説
明
や
回
覧
、
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
を
行
っ
た
ほ
か
、

あ
だ
ち
広
報
の
掲
載
と
消
火
器
ボ
ッ

ク
ス
や
避
難
場
所
掲
示
板
の
表
示
変

更
を
急
ぎ
進
め
て
い
く
。
さ
ら
に
、

年
内
に
は
防
災
マ
ッ
プ
を
改
訂
し
配

付
す
る
予
定
で
あ
る
。 

民
間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
区
政
に

活
か
し
、
区
民
サ
ー
ビ
ス
ア
ッ
プ
を

【
問
】
平
成
26
年
１
月
か
ら
戸
籍
住

民
課
と
中
央
本
町
区
民
事
務
所
の
窓

口
を
統
合
し
、
業
務
委
託
が
開
始
さ

れ
る
。
今
回
の
業
務
委
託
で
は
、
受

注
者
が
サ
ー
ビ
ス
の
設
計
段
階
か
ら

参
加
し
、
先
進
自
治
体
で
培
っ
て
き

た
創
意
工
夫
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
に
活
か
さ
れ
て
い
く
の
か
。

【
区
民
】
今
回
の
受
託
事
業
者
は
多

く
の
自
治
体
で
の
受
託
実
績
が
あ
り
、

業
務
の
性
質
を
熟
知
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
柔
軟
な
人
員
配
置
に
よ
る

待
ち
時
間
の
短
縮
や
手
続
き
の
一
元

化
に
よ
る
区
民
の
負
担
軽
減
等
、
区

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
実
感
で
き
る

窓
口
づ
く
り
に
活
か
し
て
い
く
。 

高
齢
者
の
実
態
調
査
か
ら
の
課
題
は

【
問
】
現
在
、
孤
立
ゼ
ロ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
、
区
内
36
の
町
会
・
自
治

会
が
先
行
モ
デ
ル
と
し
て
高
齢
者
の

実
態
調
査
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、

調
査
か
ら
見
え
て
き
た
課
題
は
何
か
。

ま
た
、
先
日
、
大
阪
で
Ｄ
Ｖ
被
害

者
と
思
わ
れ
る
母
子
世
帯
が
餓
死
す

る
と
い
う
、い
た
ま
し
い
事
件
が
あ
っ

た
。
孤
立
ゼ
ロ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

全
世
代
を
対
象
と
し
た
活
動
だ
と
理

解
し
て
い
る
が
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の

ケ
ー
ス
に
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
も

う
と
し
て
い
る
の
か
。

･ 


